
令　　和　　４　　年　　度

菰野町水道事業会計補正予算（第３号）

三　重　県　三　重　郡　菰　野　町



第 １ 条 令和４年度菰野町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第 ２ 条 令和４年度菰野町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款 水道事業収益 千円 千円 千円

第２項 営業外収益 千円 千円 千円

第１款 水道事業費用 千円 千円 千円

第１項 営業費用 千円 千円 千円

第 ３ 条 予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用するのことのできない経費の金額を次のように

改める。

千円 千円 千円

第 ４ 条 予算第１０条中「627千円」を「747千円」に改める。

令 和 ４ 年 １１ 月 ２９ 日　提　出

菰　野　町　長　 柴　田　　孝　之

80,104

（　科　目　） （既決予定額） （補正予定額） （　　計　　）

（１）職員給与費 79,225 879

793,976 879 794,855

777,708 879 778,587

令 和 ４ 年 度 菰 野 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）

収　　　　　　入

 （　　計　　）（補正予定額）（既決予定額）（　科　目　）

922,894120922,774

268,376 120 268,496

支　　　　　　出
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収　　入

水道事業収益 922,774 120 922,894

営業外収益 268,376 120 268,496

補助金 186,524 120 186,644

支　　出

水道事業費用 793,976 879 794,855

営業費用 777,708 879 778,587

配水費 333,341 928 334,269

業務費 49,090 6,636 55,726

総係費 42,513 △ 6,685 35,828
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令和４年度　菰野町水道事業会計補正予算（第３号）

実施計画兼事項別明細書

収益的収入及び支出

款 項 目 既決予定額 計

款 項

補正予定額

補正予定額目 既決予定額 計



（単位：千円）

区分

一般会計補助金 120 一般会計補助金 120 増

区分

給料 133 給料 133 増

手当 609 時間外勤務手当 417 増

期末勤勉手当 292 増

特殊勤務手当 80 減

地域手当 4 増

通勤手当 24 減

法定福利費 186 共済組合負担金 217 増

退職手当組合負担金 51 増

互助会負担金 1 増

公務災害負担金 3 増

社会保険料 86 減

給料 1,795 給料 1,795 増

手当 3,595 扶養手当 480 増

住居手当 41 増

通勤手当 24 減

時間外勤務手当 2,000 増

期末勤勉手当 940 増

特殊勤務手当 30 減

児童手当 120 増

地域手当 68 増

法定福利費 1,246 共済組合負担金 925 増

退職手当組合負担金 314 増

互助会負担金 7 増

給料 △ 3,772 給料 3,772 減

手当 △ 1,958 扶養手当 438 減

住居手当 41 増

通勤手当 205 減

時間外勤務手当 500 減

期末勤勉手当 701 減

特殊勤務手当 29 減

地域手当 126 減

法定福利費 △ 955 共済組合負担金 862 減

共済組合追加費用 100 減

退職手当組合負担金 7 増
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備考
節

金額

備考
金額

節



１．特別職
(単位：千円)

職員数

（人）

長等

議員

その他

計

長等

議員

その他

計

長等

議員

その他

計

２．一般職

（１）会計年度任用職員等以外
(単位：千円)

報酬 給料 職員手当 計

補正後 8 32,648 22,065 54,713 16,929 71,642

補正前 9 34,483 19,811 54,294 16,771 71,065

比較 △ 1 △ 1,835 2,254 419 158 577

区分

補正後

補正前

比較

職　　員 区分

手　　当 補正後

の内訳 補正前

比較

区分

補正後

補正前

比較
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合計 備考

期末手当

6,595

6,418

177

6,290

合計 備考
報酬 給料 期末手当

給 与 費 明 細 書

区　　分

給 与 費

共済費期末手当
年間支給

率

その他手
当

計

補正後

給与費
共済費

補正前

比較

区分
職員数
（人）

659

82

扶養手当

1,116

1,074

42

住居手当

741

地域手当

1,032

1,086

△ 54

通勤手当

227

456

△ 229

時間外手当

4,782

管理職手当

581

5812,865

1,917

管理職特別手当

特殊勤務手当

101

240

△ 139

勤勉手当 単身赴任手当

児童手当

600

480

120

5,952

338



（２）会計年度任用職員等 (単位：千円)

報酬 給料 職員手当 計

補正後 5,479 835 6,314 2,148 8,462

補正前 5,488 843 6,331 1,829 8,160

比較 △ 9 △ 8 △ 17 319 302

区分

補正後

職　　員 補正前

手　　当 比較

の内訳 区分

補正後

補正前

比較

（３）　会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

（４）　会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の状況

（ア）　職員１人当たりの給与
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平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

行政職(一) 行政職(二)

346,775

418,153

45.4

346,775

424,930

44.7

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

区　　　　　　　　　分

平均給料月額（円）

増減事由別内訳

1,936

318

△ 1,848

対前年度増減

給与改定に基づき
改定実施

平均給料月額（円）

165

給与改定に伴う
増減分

165

72

特殊勤務手当 児童手当 地域手当

期末手当　　 3
勤勉手当　294
地域手当　　 1

扶養手当 通勤手当 期末手当 住居手当 時間外手当

48

備考

給与改定の状況
給料表の改定
平均 +0.3%
改定の実施時期
令和4年4月1日

622

13

説明

606

16

給料

職員手当

△ 1,835

2,254

増減額

△ 24

区分
給与費

共済費 合計 備考

区分

令和4年11月1日現在

令和4年4月1日現在

その他の増減分

制度改正に伴う
増減分

その他の増減分



(イ)　初任給
(単位：円)

行政職(一) 行政職(二)

158,900 154,600

185,200 185,200

(ウ)　級別職員数

級 職員数(人) 構成比(%) 級 職員数(人) 構成比(%)

７級 ５級

６級 1 12.5 ４級

５級 1 12.5 ３級

４級 4 50.0 ２級

３級 2 25.0 １級

２級

１級

計 8 100.0 計

７級 ５級

６級 1 12.5 ４級

５級 1 12.5 ３級

４級 4 50.0 ２級

３級 2 25.0 １級

２級

１級

計 8 100.0 計

(級別の標準的な職務内容)

区 　　　 分 ７　　　  級 ６　　　  級 ５　　　  級 ４　　　  級 ３　　　  級 ２ 　　　 級 １　　　  級

行政職(一)

参事又は困難
な業務をつか
さどる課長、検
査監若しくは
企画監の職務

課長、検査監
又は企画監の
職務

課長補佐又は
主幹の職務

係長又は副主
幹の職務

主査の職務 主任主事の
職務

１　主事の
　職務
２　主事補の
　職務

国　の　制　度
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令和4年4月1日現在

行　政　職　(一) 行　政　職　(二)

令和4年11月1日現在

区　　　　　分

区　　　分

高校卒

大学卒

行政職(一) 行政職(二)



(エ)　期末手当・勤勉手当

支 給 率

６月分(月分) １２月分(月分)
(月分)

補正後 2.15 2.25 4.40 有

補正前 2.15 2.15 4.30 有

国の制度 2.15 2.25 4.40 有

(オ)　定年退職及び早期退職に係る退職手当

(カ)　その他手当

区　　分 国の制度との差異

扶養手当 同　じ

通勤手当 同　じ

菰野町の制度

三重県の制度

国の制度

自宅に係る手当月額

国の制度
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定年前早期退職
特例措置
上限３%加算

区　分
支 給 期 別 支 給 率 　　職制上の段階、

　　職務の級等による
　　加算

備　考

その他の
加算措置等

定年前早期退職
特例措置
上限３%加算

最高限度
(月分)

33.27075 47.709

支給率等 24.586875

24.586875

47.709

25年勤続の者
(月分)

35年勤続の者
(月分)

区分
20年勤続の者

(月分)

33.27075 47.709

47.709

住居手当 異なる

差異の内容

3,400円

0円

国の制度
(支給率)

地域手当 同　じ

3%

4.7%

3%


